
R3年8月

ユニット型個室料金

居住費 食費 介護保険 金品品 本人負担月額

１割負担額 管理費 （31日間）

第１段階 25,420円 9,300円 27,379円 1,550円 63,649円

第２段階 25,420円 12,090円 27,379円 1,550円 66,439円

第３段階① 40,610円 20,150円 27,379円 1,550円 89,689円

第３段階② 40,610円 42,160円 27,379円 1,550円 111,699円

第４段階 62,186円 44,795円 27,379円 1,550円 135,910円

第１段階 25,420円 9,300円 29,878円 1,550円 66,148円

第２段階 25,420円 12,090円 29,878円 1,550円 68,938円

第３段階① 40,610円 20,150円 29,878円 1,550円 92,188円

第３段階② 40,610円 42,160円 29,878円 1,550円 114,198円

第４段階 62,186円 44,795円 29,878円 1,550円 138,409円

第１段階 25,420円 9,300円 32,561円 1,550円 68,831円

第２段階 25,420円 12,090円 32,561円 1,550円 71,621円

第３段階① 40,610円 20,150円 32,561円 1,550円 94,871円

第３段階② 40,610円 42,160円 32,561円 1,550円 116,881円

第４段階 62,186円 44,795円 32,561円 1,550円 141,092円

第１段階 25,420円 9,300円 35,097円 1,550円 71,367円

第２段階 25,420円 12,090円 35,097円 1,550円 74,157円

第３段階① 40,610円 20,150円 35,097円 1,550円 97,407円

第３段階② 40,610円 42,160円 35,097円 1,550円 119,417円

第４段階 62,186円 44,795円 35,097円 1,550円 143,628円

第１段階 25,420円 9,300円 37,559円 1,550円 73,829円

第２段階 25,420円 12,090円 37,559円 1,550円 76,619円

第３段階① 40,610円 20,150円 37,559円 1,550円 99,869円

第３段階② 40,610円 42,160円 37,559円 1,550円 121,879円

第４段階 62,186円 44,795円 37,559円 1,550円 146,090円

要介護5

～特別養護老人ホーム 入所利用料金のご案内～　<負担割合 １割用>
特別養護老人ホーム　楓林花の里南館

要介護3

要介護4

要介護1

要介護2



介護保険負担限度額認定

介護保険施設の「居住費」・「食費」について、収入等により負担軽減制度があります。

制度を利用するためには、市町村より「負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。

対象となる方は、段階に応じた負担額が適用されます。

介護保険外負担（ご利用を希望された際にご負担いただきます）

電気料金 1日60  円 （一品目あたり）

理容代金 散髪のみ 2,090  円

散髪・顔剃り 2,970  円

毛染め 5,500  円 （散髪込み）

パーマ 6,380  円 （散髪込み）

※　洗濯・オムツ等の料金はいただきません。

〇 料金の詳細につきましては、担当者までお問い合わせください。

利用者負担段階と負担限度額(1日あたり)

食費

多床室 0円

従来型個室 320円

ユニット型 820円

多床室 370円

従来型個室 420円

ユニット型 820円

多床室 370円

従来型個室 820円

ユニット型 1,310円

多床室 370円

従来型個室 820円

ユニット型 1,310円

多床室 855円

従来型個室 1,171円

ユニット型 2,006円

※ただし住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合は対象となりません。

300円

390円

650円

1,360円

1,445円

負担限度額

第4段階 上記以外の方 要件なし

居住費・滞在費

第3段階

①

本人および世帯全員が住民税非課税

で、課税年金収入額+合計所得金額+

非課税年金収入額が80万円超120万円

以下の方

550万円以下

(1,550万円以下)

第3段階

②

本人および世帯全員が住民税非課税

で、課税年金収入額+合計所得金額+

非課税年金収入額が120万円超の方

500万円以下

(1,500万円以下)

生活保護を受けている方

本人及び世帯全員が住民税非課税

で、老齢福祉年金の方

1,000万円以下

(2,000万円以下)

第2段階

本人及び世帯全員が住民税非課税

で、課税年金収入額+合計所得金額+

非課税年金収入額が80万円以下の方

650万円以下

(1,650万円以下)

利用者負担段階
預貯金額の要件

(夫婦の場合)

第1段階


